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１ 当行の新株予約権等に関する事項
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等
　　該当ございません。

（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　　該当ございません。

３ 業務の適正を確保する体制
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　①‌�当行は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「行動規範」を明文化するとと

もに、「コンプライアンス規定」を制定し、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制を整備する。また、当行の企業倫理を実践するため、全役職員が日常生活・業務行動に
おけるコンプライアンスの手引書を指針として活用し、コンプライアンス体制の実効性の向上に努める。

　②‌�代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括部
署をリスク管理部に置き、コンプライアンス体制を整備する。

　③‌�コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」は、
年度毎に策定し、取締役会の承認を得て、その実施状況について、取締役会に定期的に報告を行う。

　④‌�役職員の法令等に違反する行為を早期に発見・是正することを目的として、「内部通報規定」を制定し、
適切な運用を図る。

　⑤‌�市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態
度で対応し、関係を遮断する。

　⑥‌�他の部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性及び有効性について内
部監査を行う。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　①取締役の職務の執行に係る情報については、行内規定に則り、適切な保存及び管理を行う。
　②‌�取締役会議事録及び稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な

状態を維持する。

２ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の
在り方に関する基本方針

　該当ございません。



－　　－2

（3）損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　①‌�「リスク管理基本規定」をはじめとする各種リスク管理規定を整備し、リスク管理の方針や管理方法を

定める。
　②‌�各種リスク毎の管理担当部署及び当行全体のリスク管理統括部署を明確にする等、リスク管理体制を整

備する。
　③‌�内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性について、独立した立場から監査を行う。
　④‌�大規模災害等のリスク発生時の対応等を、「緊急時対策規定」及び各種マニュアルに定め、必要に応じ

て訓練を実施する。
　⑤取締役会は、定期的にリスク管理に関する報告を受け、必要な決定を行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　①‌�取締役会は経営計画のほか、事業年度毎に業務方針を定め、企業として達成すべき目標を明確にし、業

務運営及び業績管理を行う。
　②‌�迅速な意思決定と、慎重な審議を行うため、取締役等で構成する「経営会議」を設置する。
　③‌�執行役員制度を設け、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化・効率化

を図る。
　④‌�各部門の担当職務及びその権限を明確にするため、「業務分掌規定」等を制定し、取締役の職務執行の

効率性確保に努める。

（5）当行並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　①‌�当行並びにその子会社から成る企業集団（以下「京葉銀行グループ」という。）における業務の適正を

確保するため、「関係会社管理規定」を制定するとともに、子会社各社（以下「グループ各社」という。）
に対し、必要に応じて、取締役及び監査役を派遣する。

　②‌�グループ各社から当行へ適時・適切に協議・報告を行う体制を整備し、一体的な経営管理を行う。
　③‌�当行からグループ各社へ必要な指導・助言を行う体制を整備し、京葉銀行グループが効率的な業務運営

を確保できる体制を構築する。
　④‌�当行及びグループ各社は、グループ間の取引にあたり、銀行法の定めるアームズレングスルールをはじ

め各法令等を遵守する。
　⑤‌�グループ各社のコンプライアンス及びリスク管理等の体制構築につき指導・監督を行うとともに、当行

の内部監査部門がグループ各社への内部監査を実施し、京葉銀行グループ全体として、業務の適正が確
保されるよう努める。

　⑥‌�「財務報告に係る内部統制規定」を制定し、京葉銀行グループにおける財務報告に係る内部統制につい
て必要な体制を整備・運用する。
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（6）‌�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　①‌�監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室に監査役補助者を配置するとともに、監査役補助者
に対する監査役の指示の実効性を確保する。

　②‌�監査役の職務を補助すべき使用人の任命及び人事異動等雇用条件に関する事項については、監査役会の
意見を聴取し、これを尊重する。

（7）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　①‌�取締役及び使用人は当行又はグループ各社において著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したと

きは、直ちに監査役に報告する。
　②‌�グループ各社の取締役、監査役及び使用人、又は、これらの者から報告を受けた者は、当行又はグルー

プ各社において著しい損害を及ぼすおそれのある事項について、直ちに監査役に報告する。
　③‌�監査役は必要に応じて、取締役及び使用人、並びにグループ各社の取締役、監査役及び使用人に対して

報告を求めることができる。
　④監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　①‌�監査役は、代表取締役及び内部監査部門、会計監査人等と定期的な会合をもち、意見交換を行う。
　②‌�監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
　③‌�監査役が職務の執行について生ずる費用についてあらかじめ予算を設けるとともに、監査役よりその職

務の遂行上必要な費用の請求を受けたときは、速やかにこれを支払う。

（内部統制システムの運用状況の概要）
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　‌�　取締役及び使用人に対し、実効性の高い監督を行うため、取締役会を13回開催しました。また、取締
役会が効率的に行われることを補佐するため、取締役会決議事項の協議、その他行内規定に定めた重要事
項を決定する経営会議を25回開催したほか、リスク管理委員会（12回）、ALM委員会（14回）、コンプラ
イアンス委員会（11回）等を開催しました。

（2）リスク管理体制
　‌�　リスク管理基本規定や各種リスク管理規定に従い、リスク管理委員会でリスク全般に関する事項につい
て状況の把握と改善策の検討を行ったほか、ALM委員会では、リスクを極小化し収益を極大化すべく、資
産・負債の総合管理について検討を行いました。
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（3）コンプライアンス態勢
　‌�　年度毎のコンプライアンス・プログラムを取締役会で定め、コンプライアンス委員会で進捗状況や今後
の対応について協議（4回）したほか、コンプライアンス違反の発生状況や反社会的勢力等との取引の遮
断等についてコンプライアンス委員会において協議（5回）し、その内容を取締役会に報告しました。

（4）京葉銀行グループにおける業務の適正の確保
　‌�　統括部署である経営企画部は、グループ各社より適時・適切に業務状況等について報告を受け、一体的
な経営管理を行っています。また、京葉銀行グループ全体として業務の適正が確保されるよう、当行の内
部監査部門がグループ各社への監査を実施し、その内容を取締役会に報告しました。

（5）監査役の監査が実効的に行われることの確保等
　‌�　監査役は、内部監査の実施状況について内部監査部門より報告を受けているほか、情報交換を毎月行っ
ています。また、監査役と会計監査人及び内部監査部門は、それぞれの監査計画及び実施状況等について
定期的に意見を交換するなど、監査の実効性を高めています。

４ 特定完全子会社に関する事項
　該当ございません。

５ 親会社等との間の取引に関する事項
　該当ございません。

６ 会計参与に関する事項
　該当ございません。

７ その他
　該当ございません。
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株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 49,759 39,704 39,704 10,055 169,720 14,604 194,379 △6,052 277,791
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,298 △3,298 △3,298
別途積立金の積立 7,000 △7,000 － －
当 期 純 利 益 12,675 12,675 12,675
自 己 株 式 の 取 得 △1,980 △1,980
自 己 株 式 の 処 分 △0 △0 143 143
土地再評価差額金の取崩 △1 △1  △1
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 7,000 2,375 9,375 △1,836 7,538
当 期 末 残 高 49,759 39,704 39,704 10,055 176,720 16,979 203,754 △7,889 285,330

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 31,663 7,040 38,704 316,495
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,298
別途積立金の積立 －
当 期 純 利 益 12,675
自 己 株 式 の 取 得 △1,980
自 己 株 式 の 処 分 143
土地再評価差額金の取崩 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △26,039 △133 △26,172 △26,172

当 期 変 動 額 合 計 △26,039 △133 △26,172 △18,633
当 期 末 残 高 5,624 6,907 12,531 297,861

（単位：百万円）
株主資本等変動計算書第119期（2024年４月１日から

2025年３月31日まで）
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　‌�⑴‌�　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連

法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

　‌�　‌�　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有価証券のう
ち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為
替差損益として処理しております。

　⑵‌�　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により
行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　‌�　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
　　‌�　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　‌�　‌�　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物	 ３年～50年
　　　その他	 ３年～20年
　⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　　‌�　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間

（５年～７年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
６．引当金の計上基準
　⑴　貸倒引当金
　　‌�　貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　‌①�　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状

況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿
価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

　　　‌�　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能
と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,133 百万円であります。

　　②�　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権につい
ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総
合的に判断し必要と認める額を計上しております。
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　　　‌�　具体的には、担保・保証で保全されていない額に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、
３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要
な修正を加えて算定しております。

　　　‌�　なお、与信額が一定額以上の大口債務者については、担保・保証で保全されていない額から合理的に返済が見込まれる
キャッシュ・フローによる回収可能額を控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上して
おります。

　　③�　貸出条件緩和債権等を有する債務者に係る債権（以下「要管理債権」という。）については、今後３年間の予想損失額を見
込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期平均値に基づき損失率を求め、これに
将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　‌�　なお、与信額が一定額以上の大口債務者については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理
的な方法により見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当
金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。

　　④�　上記以外の債権については、主に今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、債務者区分に加えて、
業種、信用格付等で細分化したグループ毎に１年間の倒産確率の長期平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要
な修正を加えて算定しております。これらの債権の予想損失額の算定における将来見込み等必要な修正においては、マクロ経
済指標の予測等を用いております。

　　‌�　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査
定結果を監査しております。

　⑵　賞与引当金
　　‌�　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を

計上しております。
　⑶　役員賞与引当金
　　‌�　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を

計上しております。
　⑷　退職給付引当金
　　‌�　退職給付引当金（前払年金費用を含む）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法
は次のとおりであります。

　　‌�　過去勤務費用	：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13年）による定額法により損益処理
　　‌�　数理計算上の差異：�各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13 年）による定率法により算出した

額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
　⑸　株式給付引当金
　　‌�　株式給付引当金は、株式交付規定に基づく当行の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者

を除く）への当行株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
　⑹　睡眠預金払戻損失引当金
　　‌�　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じ

て発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
　⑺　偶発損失引当金
　　‌�　偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払

見込額を計上しております。
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７．収益の計上方法
　‌�　顧客との契約から生じる収益は、主に預金・貸出業務、為替業務及び証券関連業務等に係る役務提供の対価としての収益であり、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を認識しており
ます。

８．消費税等の会計処理
　‌�　固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
９．投資信託の解約及び償還損益に係る会計処理の方法
　‌�　投資信託の解約・償還に伴う損益については、取引毎に解約・償還損はその他業務費用に含まれる国債等債券償還損へ、解約・
償還益は有価証券利息配当金へそれぞれ計上しております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及
ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（貸倒引当金）
１．当事業年度に係る計算書類に計上した額
　　貸倒引当金	 13,458百万円
２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　‌�⑴‌�　算出方法
　　‌�　貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「（1）貸倒引当金」に記載しております。
　‌�⑵‌�　主要な仮定
　　①　債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し
　　　‌�　債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しは、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　　②　マクロ経済指標の予測
　　　‌�　一般貸倒引当金（「要管理債権」除く）の算定における、マクロ経済指標の予測は、メインシナリオとリスクシナリオの２

つのマクロ経済シナリオを想定し、それらの発生確率を過去の景気予想や株価の推移に加え、債権の信用リスクに重大な影響
があると想定される事象の発生の有無を考慮して設定しております。

　⑶　翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　　‌�　個別貸出先の業績変化や、マクロ経済指標の変化等により、会計上の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係

る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

追加情報
（業績連動型株式報酬制度）
　当行は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下「取締役等」
という。）の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意
欲を高めることを目的として、役員報酬ＢＩＰ信託による業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。
１．取引の概要
　‌�　本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度
等に応じて、当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に信託を通じて交付及び給付される業績連動型の株式報
酬制度であります。

　‌�　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務
対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。
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２．信託に残存する当行の株式
　‌�　信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価
額は703百万円、株式数は1,224千株であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額	 986百万円
２‌�．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の
「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有
価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金
並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸
借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 9,598百万円
　　危険債権額	 38,779百万円
　　三月以上延滞債権額	 －百万円
　　貸出条件緩和債権額	 8,501百万円
　　合計額	 56,878百万円
　‌�　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　‌�　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収
及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　‌�　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに
準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　‌�　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延
滞債権に該当しないものであります。

　‌�　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
３‌�．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実
務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は2,909百万円であります。

４‌�．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管指針第１号 2024年７月１日）
に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、3,105百万円であります。

５．担保に供している資産は次のとおりであります｡
　　担保に供している資産
　　　　有価証券	 708,433百万円
　　　　貸出金	 26,200百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　　預金	 2,531百万円
　　　　債券貸借取引受入担保金	 412,782百万円
　　　　借用金	 273,200百万円
　‌�　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他資産55百万円を差し入れております。
　‌�　また、その他の資産には、保証金2,534百万円が含まれております。
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６‌�．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された
条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、655,383百万円であります。

　‌�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来の
キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当
の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられてお
ります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

７‌�．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価を行った年月日　1998年３月31日
　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　‌�　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。

　�　同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳
簿価額の合計額との差額	 13,149百万円

８．有形固定資産の減価償却累計額	 63,766百万円
９．有形固定資産の圧縮記帳額	 1,899百万円
10. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は
16,034百万円であります。

11. 関係会社に対する金銭債権総額	 0百万円
12. 関係会社に対する金銭債務総額	 4,713百万円
13. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
　　‌�　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当

により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。� ‌
　‌ただし、銀行法施行規則第17条の７の４の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当
該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益
　　　資金運用取引に係る収益総額	 0百万円
　　　役務取引等に係る収益総額	 21百万円
　　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額	 14百万円
　　関係会社との取引による費用
　　　資金調達取引に係る費用総額	 1百万円
　　　役務取引等に係る費用総額	 6百万円
　　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額	 405百万円
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２．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。
地域 主な用途 種類 減損損失

千葉県内 遊休資産　２件 建物、動産及びソフトウェア 211百万円
　‌�　これらの資産は使用範囲又は方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額211百万円（建
物35百万円、動産47百万円及びソフトウェア128百万円）を減損損失として特別損失に計上しております。

　‌�　資産のグルーピングは、営業用店舗についてはエリア一体営業におけるエリア単位（ただし、エリア一体営業を行っていないと
ころは営業店単位）で、遊休資産については各資産単位で行っております。また、本部・本店、研修所、寮・社宅等については共
用資産としております。

　‌�　回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価額に基づいておりますが、
重要性が乏しい土地については、主として路線価に基づき算定しております。また、建物及び動産等については、正味売却価額を
原則として零としております。なお、ソフトウェアの回収可能額は、今後の使用が見込まれないことから零としております。

３．関連当事者との取引
　⑴　子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称 住 所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業内容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
（ 被 所 有 ）
割　合（%）

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（百万円）科 目 期末残高
（百万円）

子会社 株式会社京葉銀
保証サービス

千葉市
中央区 30 信用保証

業 務 43 各種ローンの
債 務 保 証 被債務保証 11,108 － －

　‌�取引条件及び取引条件の決定方針等
　‌�（注）すべて通常の取引であり、一般の取引条件と同様であります。
　⑵　役員及び個人主要株主等

属 性 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

資本金又
は出資金
（百万円）

事業内容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
（ 被 所 有 ）
割　合（%）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
（注２）

取引金額
（百万円）科 目 期末残高

（百万円）

役 員 及 び
そ の 近 親 者

橋 本　 義 夫
（注１） － 当行役員

の近親者 － 与 信 取 引 先 資金の貸付 108 貸出金 108

　取引条件及び取引条件の決定方針等
　（注）１．�橋本義夫氏は、当行元取締役の橋本清氏の近親者であります。なお橋本清氏は、2024年６月26日付で当行取締役を退

任し関連当事者に該当しないことになったため、取引金額については同日までの金額を、期末残高については同日現在
の残高を記載しております。

２． 一般の取引条件と同様であります。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。
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（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数 摘 要

自己株式

普通株式 8,018 2,569 321 10,266 （注１）（注２）

合　計 8,018 2,569 321 10,266

　（注１）‌�当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式がそれぞれ1,046千株、1,224
千株含まれております。

　（注２）自己株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
　取締役会決議に基づく自己株式の取得	 2,067千株
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式取得	 499千株
　単元未満株式の買取り	 2千株
自己株式の減少の内訳は、次のとおりであります。
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式交付	 256千株
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式売却	 64千株
　単元未満株式の売渡し	 0千株

（有価証券関係）
貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2025年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △71
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２．満期保有目的の債券（2025年３月31日現在）

種　　　類 貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

国 債 39,851 41,064 1,212

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 － － －

う ち 外 国 証 券 － － －

小　計 39,851 41,064 1,212

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 5,821 5,352 △469

そ の 他 66,000 65,147 △852

う ち 外 国 証 券 66,000 65,147 △852

小　計 71,821 70,500 △1,321

合　計 111,673 111,564 △109

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025年３月31日現在）
　　市場価格のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は該当ありません。
　　なお、市場価格のない子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は次のとおりであります。

貸借対照表計上額（百万円）

子会社・子法人等株式 54

関連法人等株式 －
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４．その他有価証券（2025年３月31日現在）

種　　　類 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株 式 91,269 34,446 56,823

債 券 66,380 65,825 554

国 債 65,790 65,235 554

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 590 589 0

そ の 他 58,504 56,267 2,236

う ち 外 国 証 券 25,030 24,747 283

小　計 216,154 156,540 59,614

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株 式 16,630 18,688 △2,058

債 券 693,494 735,835 △42,340

国 債 434,988 463,566 △28,577

地 方 債 181,831 191,581 △9,749

短 期 社 債 － － -

社 債 76,674 80,688 △4,013

そ の 他 129,143 136,202 △7,058

う ち 外 国 証 券 11,081 11,320 △239

小　計 839,268 890,726 △51,458

合　計 1,055,423 1,047,267 8,156

　（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 814

組合出資金 2,075

　‌�　組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第
24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
売　却　額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 38,952 9,276 696

債券 202,201 711 4,226

　国債 201,961 711 4,226

　地方債 － － －

　短期社債 － － －

　社債 240 0 －

その他 67,228 1,642 4,541

　うち外国証券 26,481 294 51

合　計 308,382 11,631 9,464

６．減損処理を行った有価証券
　‌�　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照
表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　‌�　当事業年度における減損処理額はありません。
　‌�　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50％以上下落している銘柄及び時価が30％
以上50％未満下落しており、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し時価の回復可能性がないと認められる
銘柄としております。

　‌�（金銭の信託関係）
‌�運用目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）

貸借対照表計上額（百万円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 3,020 △0
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　‌�（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
　　繰延税金資産
　　　　貸倒引当金	 5,953百万円
　　　　退職給付引当金	 2,147百万円
　　　　減価償却費	 1,503百万円
　　　　賞与引当金	 456百万円
　　　　その他	 　   1,681百万円
　　　繰延税金資産小計	 11,741百万円
　　　評価性引当額	 　     △47百万円
　　　繰延税金資産合計	 11,693百万円
　　繰延税金負債	
　　　　その他有価証券評価差額金	  △2,557百万円
　　　　前払年金費用	 　 △1,643百万円
　　　繰延税金負債合計	 　 △4,200百万円
　　繰延税金資産の純額	 　　 7,493百万円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４月１日以後に
開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算
に使用する法定実効税率は従来の30.46％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について
は31.36％となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は76百万
円増加し、その他有価証券評価差額金は73百万円、法人税等調整額は150百万円それぞれ減少しております。また、再評価に係る
繰延税金負債は135百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。

（１株当たり情報）
　１株当たりの純資産額	 2,458円39銭
　１株当たりの当期純利益金額	 103円39銭
　（注）‌�当行は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当行株式を１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済

株式総数から控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の株式数は1,224千株であります。また、当該信
託が保有する当行株式を１株当たりの当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて
おります。控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,132千株であります。
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株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 49,759 39,704 194,994 △6,052 278,406
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,298 △3,298
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 12,756 12,756

自 己 株 式 の 取 得 △1,980 △1,980
自 己 株 式 の 処 分 △0 143 143
土地再評価差額金の取崩 △1 △1
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 9,456 △1,836 7,619
当 期 末 残 高 49,759 39,704 204,450 △7,889 286,026

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券‌

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価‌
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括‌
利益累計額合計

当 期 首 残 高 31,807 7,040 5,493 44,341 6,188 328,936
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,298
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 12,756

自 己 株 式 の 取 得 △1,980
自 己 株 式 の 処 分 143
土地再評価差額金の取崩 △1
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △26,006 △133 △247 △26,386 554 △25,832

当 期 変 動 額 合 計 △26,006 △133 △247 △26,386 554 △18,212
当 期 末 残 高 5,801 6,907 5,246 17,955 6,742 310,724

（単位：百万円）
連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から 

2025年３月31日まで）



－　　－18

連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

連結計算書類の作成方針
１．連結の範囲に関する事項
　⑴　連結される子会社及び子法人等	 ３社
　　　会社名 株式会社京葉銀キャピタル＆コンサルティング
　　　　　　 株式会社京葉銀カード
　　　　　　 株式会社京葉銀保証サービス
　⑵　非連結の子会社及び子法人等
　　　会社名 京葉銀事業承継投資事業有限責任組合
　　　　　　 ‌�　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う

額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び
経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

　⑶‌�　他の会社等の議決権（業務執行権）の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社又は子法人等としな
かった当該他の会社等の名称

　　　会社名 株式会社NIPPONIA SAWARA
　　　　　　 ‌�　事業再生を図ることを目的とする営業取引として出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、子会

社又は子法人等として取り扱っておりません。
２．持分法の適用に関する事項
　⑴　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等	 該当事項はありません。
　⑵　持分法適用の関連法人等	 該当事項はありません。
　⑶　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　会社名 京葉銀事業承継投資事業有限責任組合
　　　　　　 ‌�　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及

びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を
与えないため、持分法の対象から除いております。

　⑷　持分法非適用の関連法人等	 該当事項はありません。
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　３月末日	 ３社
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会計方針に関する事項
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　‌�　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　⑴�　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価

法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っ
ております。

　　‌�　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有価証券のう
ち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為
替差損益として処理しております。

　⑵�　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により
行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
　　‌�　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　　‌�　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　‌�　建　物	 ３年～50年
　　‌�　その他	 ３年～20年
　　‌�　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却してお

ります。
　⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　　‌�　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社

及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～７年）に基づいて償却しております。
５．貸倒引当金の計上基準
　‌�　当行の貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　⑴�　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況

にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

　　‌�　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と
認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,242百万円であります。

　⑵�　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の
支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　‌�　具体的には、担保・保証で保全されていない額に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３
年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修
正を加えて算定しております。

　　‌�　なお、与信額が一定額以上の大口債務者については、担保・保証で保全されていない額から合理的に返済が見込まれるキャッ
シュ・フローによる回収可能額を控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上しております。

　⑶�　貸出条件緩和債権等を有する債務者に係る債権（以下「要管理債権」という。）については、今後３年間の予想損失額を見込
んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期平均値に基づき損失率を求め、これに将来
見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　‌�　なお、与信額が一定額以上の大口債務者については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的
な方法により見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と
する方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
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　⑷�　上記以外の債権については、主に今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、債務者区分に加えて、業
種、信用格付等で細分化したグループ毎に１年間の倒産確率の長期平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修
正を加えて算定しております。これらの債権の予想損失額の算定における将来見込み等必要な修正においては、マクロ経済指標
の予測等を用いております。

　�　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定
結果を監査しております。

　�　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

６．賞与引当金の計上基準
　�　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額
を計上しております。

７．役員賞与引当金の計上基準
　�　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額
を計上しております。

８．役員退職慰労引当金の計上基準
　�　役員退職慰労引当金は、連結される子会社及び子法人等の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金
の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

９．株式給付引当金の計上基準
　�　株式給付引当金は、株式交付規定に基づく当行の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を
除く）への当行株式の交付等に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

10. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　‌�　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて
発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

11. 偶発損失引当金の計上基準
　‌�　偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見
込額を計上しております。

12. 退職給付に係る会計処理の方法
　‌�　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

　‌�　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13年）による定額法により損益処理
　‌�　数理計算上の差異：�各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13年）による定率法により算出し

た額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
　‌�　なお、連結される子会社及び子法人等が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し
ております。

13. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　‌�　当行並びに連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
14. 収益の計上方法
　‌�　顧客との契約から生じる収益は、主に預金・貸出業務、為替業務及び証券関連業務等に係る役務提供の対価としての収益であり、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を認識しており
ます。

15. 投資信託の解約及び償還損益に係る会計処理の方法
　‌�　投資信託の解約・償還に伴う損益については、取引毎に解約・償還損はその他業務費用へ、解約・償還益は有価証券利息配当金
へそれぞれ計上しております。
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未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日企業会計基準委員会）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日企業会計基準委員会）等
１．概要
　　国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
２．適用予定日
　　2028年３月期の期首より適用予定であります。
３．当該会計基準等の適用による影響
　　「リースに関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類
に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（貸倒引当金）
１．当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
　　貸倒引当金	 13,584百万円
２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　‌�⑴‌�　算出方法
　　　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「５．貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
　‌�⑵‌�　主要な仮定
　　①　債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し
　　　‌�　債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しは、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　　②　マクロ経済指標の予測
　　　‌�　一般貸倒引当金（「要管理債権」除く）の算定における、マクロ経済指標の予測は、メインシナリオとリスクシナリオの２

つのマクロ経済シナリオを想定し、それらの発生確率を過去の景気予想や株価の推移に加え、債権の信用リスクに重大な影響
があると想定される事象の発生の有無を考慮して設定しております。

　⑶　翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　　‌�　個別貸出先の業績変化や、マクロ経済指標の変化等により、会計上の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年

度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

追加情報
（業績連動型株式報酬制度）
　当行は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下「取締役等」
という。）の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意
欲を高めることを目的として、役員報酬ＢＩＰ信託による業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。
１．取引の概要
　‌�　本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度
等に応じて、当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に信託を通じて交付及び給付される業績連動型の株式報
酬制度であります。

　‌�　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務
対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。

２．信託に残存する当行の株式
　‌�　信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳
簿価額は703百万円、株式数は1,224千株であります。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）　　　　935百万円
２‌�．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照
表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行
が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮
払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使
用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 9,516百万円
　　危険債権額	 38,809百万円
　　三月以上延滞債権額	 28百万円
　　貸出条件緩和債権額	 8,501百万円
　　合計額	 56,855百万円
　‌�　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　‌�　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収
及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　‌�　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに
準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　‌�　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延
滞債権に該当しないものであります。

　‌�　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
３‌�．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実
務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、2,909百万円であります。

４‌�．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管指針第1号 2024年7月1日）に
基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、3,105百万円であります。

５．担保に供している資産は次のとおりであります｡
　　担保に供している資産
　　　　有価証券	 708,433百万円
　　　　貸出金	 26,200百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　　預金	 2,531百万円
　　　　債券貸借取引受入担保金	 412,782百万円
　　　　借用金	 273,200百万円
　‌�　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他資産55百万円を差し入れております。
　‌�　また、その他資産には、保証金2,570百万円が含まれております。
６‌�．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された
条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、660,705百万円であります。

　‌�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結
される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢
の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資
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の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有
価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ
て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

７‌�．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額に
ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価を行った年月日　1998年３月31日
　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　‌�　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。

　‌�　同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額	 13,149百万円

８．有形固定資産の減価償却累計額	 63,844百万円
９．有形固定資産の圧縮記帳額	 1,899百万円
10‌�.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は16,034

百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益10,534百万円を含んでおります。
２．�「営業経費」には、給料・手当14,135百万円、減価償却費4,317百万円、租税公課4,283百万円及び退職給付費用△734百万円

を含んでおります。
３．「その他の経常費用」には、貸出金償却53百万円及び株式等売却損1,469百万円を含んでおります。
４．当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失

千葉県内 遊休資産　２件 建物、動産及びソフトウェア 211百万円

　‌�　これらの資産は使用範囲又は方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額211百万円（建
物35百万円、動産47百万円及びソフトウェア128百万円）を減損損失として特別損失に計上しております。

　‌�　資産のグルーピングは、営業用店舗についてはエリア一体営業におけるエリア単位（ただし、エリア一体営業を行っていないと
ころは営業店単位）で、遊休資産については各資産単位で、連結子会社及び子法人等については各社を一つの単位として行ってお
ります。また、本部・本店、研修所、寮・社宅等については共用資産としております。

　‌�　回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価額に基づいておりますが、
重要性が乏しい土地については、主として路線価に基づき算定しております。また、建物及び動産等については、正味売却価額を
原則として零としております。なお、ソフトウェアの回収可能額は、今後の使用が見込まれないことから零としております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当 連 結 会 計 年 度
期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要

発行済株式

普通株式 131,427 － － 131,427  

合　計 131,427 － － 131,427

自己株式

普通株式 8,018 2,569 321 10,266 （注１）（注２）

合　計 8,018 2,569 321 10,266

　（注１）�当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式がそれぞれ1,046千株、
1,224千株含まれております。

　（注２）自己株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
　取締役会決議に基づく自己株式の取得	 2,067千株
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式取得	 499千株
　単元未満株式の買取り	 2千株
自己株式の減少の内訳は、次のとおりであります。
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式交付	 256千株
　役員報酬ＢＩＰ信託による株式売却	 64千株
　単元未満株式の売渡し	 0千株

２．配当に関する事項
　⑴　当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年 ６ 月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,555百万円 12.5円 2024年３月31日 2024年６月27日

2024年11月 ８ 日
取 締 役 会 普通株式 1,742百万円 14.0円 2024年９月30日 2024年12月３日

合計 3,298百万円

　（注１）‌�2024年６月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金
13百万円が含まれております。

　（注２）‌�2024年11月８日取締役会決議に基づく配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金17
百万円が含まれております。
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　⑵　2025年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当金の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2025年 ６ 月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,958百万円 利益剰余金 16.0円 2025年３月31日 2025年６月26日

　（注）配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金19百万円が含まれております。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　‌�　当行グループは、千葉県を営業基盤とする地域金融機関として、預金業務や貸出業務及び各種金融サービスのほか、有価証券

投資業務などを行っております。資金調達は預金を中心に行い、資金運用は中小企業向け貸出や個人向け住宅ローンを中心とし
た貸出及び有価証券投資などにより行っております。

　　‌�　また、金利変動により現在価値や期間収益が変動する金融資産及び金融負債を保有しているため、金利の変動による不利な影
響が生じないように、当行では資産及び負債の総合的管理（ALM）を実施しております。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　‌�　当行グループが保有する金融資産は、主として貸出金及び有価証券であります。貸出金は、契約不履行によってもたらされる

信用リスクに晒されており、景気の動向、不動産価格の変動等の経済環境及び取引先の経営状態の変化により、契約条件通りに
債務が履行されない可能性があります。有価証券は国債を中心とする債券や上場株式、投資信託等であり、主に銀行業務におけ
る資金運用を目的として保有しております。これらは、それぞれの発行体の信用リスク、金利・為替の変動リスク及び市場価格
の変動リスクに晒されております。

　　‌�　金融負債の主なものは、一般顧客から調達する預金であり、当行の信用状況等の変化や予期せぬ経済環境等の変化により、資
金調達力の低下や資金流出が発生する流動性リスクに晒されております。

　　‌�　また、外貨建の金融資産・金融負債が純額で資産超または負債超となった場合、為替相場が変動することにより現在価値や期
間収益に影響を与える為替リスクに晒されております。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　‌�　当行の金融商品に係るリスク管理体制は以下のとおりであります。なお、連結される子会社及び子法人等についても当行の管

理体制に準じ、各社のリスク・プロファイルに見合った管理を行っております。
　　①　信用リスクの管理
　　　‌�　当行は、「信用リスク管理規定」に定めた信用リスク管理の基本方針、融資の基本姿勢に則り、貸出金について、個別案件

ごとの与信審査、与信限度額管理、信用情報管理、信用格付、問題債権の対応など与信管理に関する体制を整備し運営してお
ります。これらの与信管理は、営業店のほか融資部等の信用リスク管理所管部署が行っております。また、信用リスクを分散
するため「与信ポートフォリオ管理要領」を制定し、与信ポートフォリオのモニタリングを行い、その状況については定期的
に取締役会等への報告を行っております。さらに与信管理の状況については、監査部による内部監査を実施しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　‌�　当行は、「ALM委員会規定」に金利動向の予測、金利リスク量の把握、分析等を行うことを明記し、金利の変動リスクを

管理しております。リスク管理を統括するリスク管理部は、ギャップ分析や金利感応度分析等を行い資産・負債の金利や期
間を総合的に把握しており、定期的にALM委員会や取締役会等への報告を行っております。

　　　　‌�　なお、金利変動リスクをヘッジするためのデリバティブ取引は行っておりません。
　　　ⅱ　価格変動リスクの管理
　　　　‌�　有価証券の保有については、取締役会で年度ごとの運用方針を決定したうえ、「市場関連リスク管理規定」等に従いリス

クの管理を行っております。資金運用を所管する資金証券部は、年間の運用枠を設定し債券及び上場株式、投資信託等の購
入を行うほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。これらの情報はリスク管理部及
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びALM委員会に報告し、検討、分析を行っております。
　　　ⅲ　為替リスクの管理
　　　　‌�　外国為替取引には、顧客による外貨預金の預入・払出や外貨両替取引、貿易・貿易外取引及び当行勘定の外貨資金調達取

引等があります。資金証券部では、こうした取引に対し銀行間市場において反対取引や、先物為替予約取引等を行うことに
より、外貨建の金融資産と金融負債のバランスを管理し、為替リスクを抑制することとしております。

　　　ⅳ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　‌�　当行において、主要なリスク要因である金利リスクの影響を受ける主な金融商品は、「貸出金」「有価証券」のうち債券、

「預金」及び「借用金」であり、株式の価格変動リスクの影響を受ける主な金融商品は、「有価証券」のうち株式であります。
当行では、これらの金融商品の市場リスク量について、VaRによる定量的分析を利用しており、その算定にあたっては、分
散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間１年）を採用しております。

　　　　‌�　2025年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で76,726百万円です。なお、当行では、算定したVaRの値と実際
の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉してい
ることを確認しております。

　　　　‌�　ただし、VaRは過去の一定期間（観測期間）の金利、株価の変動をベースに統計的手法により市場リスク量を計測する方
法であり、観測期間に捉えきれなかったストレス事象の発生によるリスクは捕捉できない場合があります。

　　③　流動性リスクの管理
　　　‌�　当行では、「流動性リスク管理規定」に流動性リスクの適切な管理を行うことを明記し、月次・週次・日次で資金繰りを厳

格に管理しております。また「流動性危機時におけるコンティンジェンシー・プラン」を策定し、迅速かつ適切に対応できる
体制を整備しております。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　‌�　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　‌�　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株
式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資
産・負債)並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており、
連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

有価証券 1,170,639 1,170,530 △109

　　満期保有目的の債券 111,673 111,564 △109

　　その他有価証券（＊１） 1,058,966 1,058,966 －

貸出金 4,363,203

　　貸倒引当金（＊２） △13,476

4,349,726 4,329,364 △20,362

資　産　計 5,520,366 5,499,895 △20,471

預金 5,536,458 5,533,791 △2,666

借用金 273,200 269,604 △3,595

負　債　計 5,809,658 5,803,395 △6,262

（＊１）‌�その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第
24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１）‌�市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証
券」には含まれておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） 815
組合出資金（＊２） 2,078

（＊１）‌�非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第
５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）�組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第
24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

有価証券（＊１） 12,782 146,249 155,944 250,236 250,863 127,014

　満期保有目的の債券 － 37,000 29,000 － 40,000 5,821

　その他有価証券のうち
　満期があるもの 12,782 109,249 126,944 250,236 210,863 121,192

貸出金（＊２） 646,485 681,406 572,847 448,125 445,724 1,520,311

合　計 659,267 827,656 728,791 698,362 696,587 1,647,325

（＊１）有価証券は、元本についての償還予定額を記載しており、連結貸借対照表価額とは一致しません。
（＊２）‌�貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない48,302百万円は含めておりま

せん。
（＊３）科目残高の全額が１年以内に償還される予定のものについては、記載を省略しております。

（注３）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

３カ月未満 ３カ月以上
６カ月未満

６カ月以上
１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満 ３年以上

預金（＊１） 4,201,075 296,705 543,117 150,703 193,386 151,469

借用金 － － 60,200 148,000 65,000 －

合　計 4,201,075 296,705 603,317 298,703 258,386 151,469

（＊１）預金のうち、要求払預金については、「３カ月未満」に含めて開示しております。
（＊２）科目残高の全額が１年以内に返済される予定のものについては、記載を省略しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：‌�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資
産または負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：‌�観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算
定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、
時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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　⑴　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　当連結会計年度（2025年３月31日）

（単位：百万円）

区　　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計
有価証券
　その他有価証券
　　国債 500,778 － － 500,778
　　地方債 － 181,831 － 181,831
　　社債 － 60,521 16,743 77,265
　　株式 107,900 － － 107,900
　　その他 31,616 157,205 － 188,822

資　産　計 640,294 399,559 16,743 1,056,597
（＊）‌�「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-3項及び第24-9項の基準

価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照
表計上額は982百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,386百万円であります。

　　　① 第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又はその他の
包括利益 購入、売却及び

償還の純額
投資信託の基準
価額を時価とみ
なすこととした額

投資信託の基準
価額を時価とみ
なさないことと
した額

期末
残高

当期の損益に計上し
た額のうち連結貸借
対照表日において保
有する投資信託の評
価損益

損益に
計上

その他の包括
利益に計上

729 － 2 250 － － 982 －

　　　② 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又はその他の
包括利益 購入、売却及び

償還の純額
投資信託の基準
価額を時価とみ
なすこととした額

投資信託の基準
価額を時価とみ
なさないことと
した額

期末
残高

当期の損益に計上し
た額のうち連結貸借
対照表日において保
有する投資信託の評
価損益

損益に
計上

その他の包括
利益に計上

1,294 － 92 － － － 1,386 －

　　　③ 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
（単位：百万円）

解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 連結貸借対照表計上額
解約・買戻請求ができず、譲渡には運用会社の承諾を要する 982
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　⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
　当連結会計年度（2025年３月31日）

（単位：百万円）

区　　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計
有価証券
　満期保有目的の債券
　　国債 41,064 － － 41,064
　　社債 － 5,352 － 5,352
　　その他 － 65,147 － 65,147
貸出金 － － 4,329,364 4,329,364

資　産　計 41,064 70,500 4,329,364 4,440,928
預金 － 5,533,791 － 5,533,791
借用金 － 269,604 － 269,604

負　債　計 － 5,803,395 － 5,803,395

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　資　産
　　有価証券
　　　‌�　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。主に

上場株式や国債がこれに含まれます。
　　　‌�　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社

債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者
からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。

　　　‌�　自行保証付私募債は、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信
用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定し時価としており、重要な観察できないインプットを
用いているため、レベル３の時価に分類しております。

　　　‌�　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。
　　貸出金
　　　‌�　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反

映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、
貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており
ます。また、一部の個人ローン等は、商品ごとの将来キャッシュ・フローを、同様の新規貸出を行った場合想定される利率で
割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。

　　　‌�　破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保
及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。

　　　‌�　時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分
類しております。
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　負　債
　　預金
　　　‌�　要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金に

ついては、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。
割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時
価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

　　借用金
　　　‌�　借用金のうち、固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローをスワップ金利等で割り引くことにより、現在価値を算定

しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。変動金利によるものは該当ありません。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
　⑴　重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2025年３月31日）

区　　　分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
　その他有価証券
　　社債
　　　私募債 割引現在価値法 割引率 0.0％－1.4％ 0.3％

　⑵　期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2025年３月31日）
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又はその他の
包括利益

購入、売却、
発 行 及 び‌
決済の純額

レベル３の‌
時 価 へ の‌
振替

レベル３の‌
時価からの‌
振替

期末
残高

当期の損益に計
上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有
する金融資産及
び金融負債の評
価損益

損益に計上
（＊）

そ の 他 の‌
包括利益に‌
計上

有価証券
　その他有価証券
　　社債
　　　私募債 16,209 0 △170 704 － － 16,743 －

（＊）連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。

　⑶　時価の評価プロセスの説明
　　‌�　当行グループは市場部門を中心に時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定して

おります。算定された時価は、バック部門等において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価の
レベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

　　‌�　時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、
第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時
価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
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　⑷　重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　　‌�　私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、スワップ金利等を発行体

の信用スプレッドで調整するものであります。一般に、割引率の著しい上昇（下落）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせ
ます。

（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2025年３月31日現在）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △71

２．満期保有目的の債券（2025年３月31日現在）

種　　　類 連結貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 39,851 41,064 1,212
地 方 債 － － －
短 期 社 債 － － －
社 債 － － －
そ の 他 － － －
う ち 外 国 証 券 － － －

小　計 39,851 41,064 1,212

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国 債 － － －
地 方 債 － － －
短 期 社 債 － － －
社 債 5,821 5,352 △469
そ の 他 66,000 65,147 △852
う ち 外 国 証 券 66,000 65,147 △852

小　計 71,821 70,500 △1,321
合　計 111,673 111,564 △109
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３．その他有価証券（2025年３月31日現在）

種　　　類 連結貸借対照表計上額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株 式 91,269 34,446 56,823
債 券 66,380 65,825 554
国 債 65,790 65,235 554
地 方 債 － － －
短 期 社 債 － － －
社 債 590 589 0

そ の 他 62,047 56,337 5,709
う ち 外 国 証 券 28,573 24,817 3,756

小　計 219,697 156,610 63,087

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株 式 16,630 18,688 △2,058
債 券 693,494 735,835 △42,340
国 債 434,988 463,566 △28,577
地 方 債 181,831 191,581 △9,749
短 期 社 債 － － －
社 債 76,674 80,688 △4,013

そ の 他 129,143 136,202 △7,058
う ち 外 国 証 券 11,081 11,320 △239

小　計 839,268 890,726 △51,458
合　計 1,058,966 1,047,337 11,629

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
売　却　額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 38,952 9,276 696
債券 202,201 711 4,226
　国債 201,961 711 4,226
　地方債 － － －
　短期社債 － － －
　社債 240 0 －
その他 67,228 1,642 4,541
　うち外国証券 26,481 294 51

合　計 308,382 11,631 9,464
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５．減損処理を行った有価証券
　‌�　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借
対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　‌�　当連結会計年度における減損処理額はありません。
　‌�　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50％以上下落している銘柄及び時価が30％
以上50％未満下落しており、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し時価の回復可能性がないと認められる
銘柄としております。

（金銭の信託関係）
　運用目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 3,020 △0

（税効果会計関係）
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４月１日以後に
開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の
計算に使用する法定実効税率は従来の30.46％から、2026年４月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異
については31.36％となります。この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は７百万円、繰延税金負債は29百万円それ
ぞれ増加し、その他有価証券評価差額金は75百万円、退職給付に係る調整累計額は68百万円、法人税等調整額は150百万円それぞ
れ減少しております。再評価に係る繰延税金負債は135百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。

（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2025年３月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　分 当連結会計年度
経常収益 80,370
　うち役務取引等収益 14,060
　　預金・貸出業務 5,591
　　為替業務 2,008
　　証券関連業務 1,681
　　代理業務 1,261
　　保護預り・貸金庫業務 704
　　保証業務 55
　　その他 2,757

（注）上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
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（１株当たり情報）
　１株当たりの純資産額	 2,508円89銭
　１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額	 104円05銭
　（注）‌�当行は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当行株式を１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済

株式総数から控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の株式数は1,224千株であります。また、当該信
託が保有する当行株式を１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除
する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,132千株であります。


